
議
案
第
五
十
七
号

三
朝
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
′

次

の

と

お

り

三

朝

町

耽

鼻

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

1

部

を

改

正

す

る

こ

と

に

つ

い

て

'

地

方

自

治

法

(
昭
和
1
1
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
百
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
､
本
革
会
の
議
決
を
求
め

る
｡

平
成
元
年
三
月
二
十
二
日

三

　

朝

　

町

　

長

-

　

安

　

　

田

　

　

真

郎

平
　
成
元
年
参
月
せ
拾
弐
日
　
原
寮
可
決

三
朝
町
観
金
蔵
長
安
井
由
緒



三
朝
町
条
例
第
　
　
　
号

三
朝
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
二
十
八
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
｡

第
十
四
条
第
三
項
中
-
第
三
粂
第
三
項
｣
を
ー
第
二
粂
第
三
項
｣
に
'
｢
日
曜
日
以
外
の
日
｣
を
｢
毎
日
時
日
｣
に

改
め
,
r
定
め
ら
れ
て
い
る
｣
の
下
に
r
職
員
以
外
の
｣
を
加
え
る
｡

第
十
六
条
中
二
週
間
｣
を
二
週
間
当
た
り
｣
に
改
め
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
平
成
元
年
五
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡


